
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表

○
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
同
一
性
保
持
権
）

（
同
一
性
保
持
権
）

第
二
十
条

（
略
）

第
二
十
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
改
変
に
つ
い
て
は
、

２

前
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
改
変
に
つ
い
て
は
、

適
用
し
な
い
。

適
用
し
な
い
。

一

第
三
十
三
条
第
一
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

一

第
三
十
三
条
第
一
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
著

）
又
は
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
物
を
利
用
す
る
場
合
に
お

作
物
を
利
用
す
る
場
合
に
お
け
る
用
字
又
は
用
語
の
変
更
そ
の
他
の
改
変
で

け
る
用
字
又
は
用
語
の
変
更
そ
の
他
の
改
変
で
、
学
校
教
育
の
目
的
上
や
む

、
学
校
教
育
の
目
的
上
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の

を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
教
科
用
図
書
等
へ
の
掲
載
）

（
教
科
用
図
書
等
へ
の
掲
載
）

第
三
十
三
条

公
表
さ
れ
た
著
作
物
は
、
学
校
教
育
の
目
的
上
必
要
と
認
め
ら
れ

第
三
十
三
条

公
表
さ
れ
た
著
作
物
は
、
学
校
教
育
の
目
的
上
必
要
と
認
め
ら
れ

る
限
度
に
お
い
て
、
教
科
用
図
書
（
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等

る
限
度
に
お
い
て
、
教
科
用
図
書
（
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等

教
育
学
校
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
学
校
に
お
け
る
教
育
の
用
に
供
さ
れ
る
児

教
育
学
校
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
学
校
に
お
け
る
教
育
の
用
に
供
さ
れ
る
児

童
用
又
は
生
徒
用
の
図
書
で
あ
つ
て
、
文
部
科
学
大
臣
の
検
定
を
経
た
も
の
又

童
用
又
は
生
徒
用
の
図
書
で
あ
つ
て
、
文
部
科
学
大
臣
の
検
定
を
経
た
も
の
又

は
文
部
科
学
省
が
著
作
の
名
義
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ

は
文
部
科
学
省
が
著
作
の
名
義
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
掲
載
す
る
こ
と

。
）
に
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）



（
教
科
用
拡
大
図
書
等
の
作
成
の
た
め
の
複
製
）

第
三
十
三
条
の
二

教
科
用
図
書
に
掲
載
さ
れ
た
著
作
物
は
、
弱
視
の
児
童
又
は

（
新
設
）

生
徒
の
学
習
の
用
に
供
す
る
た
め
、
当
該
教
科
用
図
書
に
用
い
ら
れ
て
い
る
文

字
、
図
形
等
を
拡
大
し
て
複
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
文
字
、
図
形
等
を
拡
大
し
て
複
製
す
る
教
科
用
の
図
書

（
当
該
教
科
用
図
書
に
掲
載
さ
れ
た
著
作
物
の
全
部
又
は
相
当
部
分
を
複
製
す

る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
教
科
用
拡
大
図
書
」
と
い
う
。
）

を
作
成
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
教
科
用
図
書
を
発
行
す
る
者

に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
営
利
を
目
的
と
し
て
当
該
教
科
用
拡
大
図

書
を
頒
布
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
補
償
金
の
額
に

準
じ
て
文
化
庁
長
官
が
毎
年
定
め
る
額
の
補
償
金
を
当
該
著
作
物
の
著
作
権
者

に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

文
化
庁
長
官
は
、
前
項
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
官
報
で
告
示
す
る

。（
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
に
お
け
る
複
製
等
）

（
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
に
お
け
る
複
製
）

第
三
十
五
条

学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
（
営
利
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い

第
三
十
五
条

学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
（
営
利
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い

る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
教
育
を
担
任
す
る
者
及
び
授
業
を
受
け
る
者
は

る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
教
育
を
担
任
す
る
者
は
、
そ
の
授
業
の
過
程
に

、
そ
の
授
業
の
過
程
に
お
け
る
使
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
に
は

お
け
る
使
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
に
は
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る

、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
公
表
さ
れ
た
著
作
物
を
複
製
す
る
こ

限
度
に
お
い
て
、
公
表
さ
れ
た
著
作
物
を
複
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
著
作
物
の
種
類
及
び
用
途
並
び
に
そ
の
複
製
の

、
当
該
著
作
物
の
種
類
及
び
用
途
並
び
に
そ
の
複
製
の
部
数
及
び
態
様
に
照
ら

部
数
及
び
態
様
に
照
ら
し
著
作
権
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
こ
と
と
な
る
場

し
著
作
権
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

い
。



２

公
表
さ
れ
た
著
作
物
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
教
育
機
関
に
お
け
る
授
業
の
過

程
に
お
い
て
、
当
該
授
業
を
直
接
受
け
る
者
に
対
し
て
当
該
著
作
物
を
そ
の
原

作
品
若
し
く
は
複
製
物
を
提
供
し
、
若
し
く
は
提
示
し
て
利
用
す
る
場
合
又
は

当
該
著
作
物
を
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
上
演
し
、
演
奏
し
、
上
映

し
、
若
し
く
は
口
述
し
て
利
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
授
業
が
行
わ
れ
る
場
所

以
外
の
場
所
に
お
い
て
当
該
授
業
を
同
時
に
受
け
る
者
に
対
し
て
公
衆
送
信
（

自
動
公
衆
送
信
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
送
信
可
能
化
を
含
む
。
）
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
著
作
物
の
種
類
及
び
用
途
並
び
に
当
該
公
衆
送
信

の
態
様
に
照
ら
し
著
作
権
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

（
試
験
問
題
と
し
て
の
複
製
等
）

（
試
験
問
題
と
し
て
の
複
製
）

第
三
十
六
条

公
表
さ
れ
た
著
作
物
に
つ
い
て
は
、
入
学
試
験
そ
の
他
人
の
学
識

第
三
十
六
条

公
表
さ
れ
た
著
作
物
は
、
入
学
試
験
そ
の
他
人
の
学
識
技
能
に
関

技
能
に
関
す
る
試
験
又
は
検
定
の
目
的
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て

す
る
試
験
又
は
検
定
の
目
的
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
試

、
当
該
試
験
又
は
検
定
の
問
題
と
し
て
複
製
し
、
又
は
公
衆
送
信
（
放
送
又
は

験
又
は
検
定
の
問
題
と
し
て
複
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

有
線
放
送
を
除
き
、
自
動
公
衆
送
信
の
場
合
に
あ
つ
て
は
送
信
可
能
化
を
含
む

。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
著
作
物

の
種
類
及
び
用
途
並
び
に
当
該
公
衆
送
信
の
態
様
に
照
ら
し
著
作
権
者
の
利
益

を
不
当
に
害
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

営
利
を
目
的
と
し
て
前
項
の
複
製
又
は
公
衆
送
信
を
行
う
者
は
、
通
常
の
使

２

営
利
を
目
的
と
し
て
前
項
の
複
製
を
行
な
う
者
は
、
通
常
の
使
用
料
の
額
に

用
料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
補
償
金
を
著
作
権
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

相
当
す
る
額
の
補
償
金
を
著
作
権
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

（
翻
訳
、
翻
案
等
に
よ
る
利
用
）

（
翻
訳
、
翻
案
等
に
よ
る
利
用
）



第
四
十
三
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
著
作
物
を
利
用
す
る
こ
と
が
で

第
四
十
三
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
著
作
物
を
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
著
作
物
を
当
該
各

き
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
著
作
物
を
当
該
各

号
に
掲
げ
る
規
定
に
従
つ
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

号
に
掲
げ
る
規
定
に
従
つ
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
三
十
条
第
一
項
、
第
三
十
三
条
第
一
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

一

第
三
十
条
第
一
項
又
は
第
三
十
三
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で

翻
訳
、
編

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
十
五
条

翻
訳
、

曲
、
変
形
又
は
翻
案

編
曲
、
変
形
又
は
翻
案

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
複
製
権
の
制
限
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
複
製
物
の
譲
渡
）

（
複
製
権
の
制
限
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
複
製
物
の
譲
渡
）

第
四
十
七
条
の
三

第
三
十
一
条
第
一
号
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
第
一
項

第
四
十
七
条
の
三

第
三
十
一
条
第
一
号
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
第
一
項

（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
三
条
の
二
第

（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
四
条
第
一
項

一
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
六
条
第
一
項
、

、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

第
三
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
九
条
第
一
項
、
第
四
十
条
第

項
、
第
三
十
九
条
第
一
項
、
第
四
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
一

一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
二
条
の
二
、

条
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
二
条
の
二
、
第
四
十
六
条
又
は
第
四
十
七
条
の
規

第
四
十
六
条
又
は
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
複
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
著
作

定
に
よ
り
複
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
著
作
物
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受

物
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
複
製
物
（
第
三
十
一
条

け
て
作
成
さ
れ
た
複
製
物
（
第
三
十
一
条
第
一
号
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
六

第
一
号
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
六
条
第
一
項
又
は
第
四
十
二
条
の
規

条
第
一
項
又
は
第
四
十
二
条
の
規
定
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
映
画
の
著
作

定
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
映
画
の
著
作
物
の
複
製
物
（
映
画
の
著
作
物
に

物
の
複
製
物
（
映
画
の
著
作
物
に
お
い
て
複
製
さ
れ
て
い
る
著
作
物
に
あ
つ
て

お
い
て
複
製
さ
れ
て
い
る
著
作
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
映
画
の
著
作
物
の
複
製

は
、
当
該
映
画
の
著
作
物
の
複
製
物
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

物
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
の
譲
渡
に
よ
り
公

）
を
除
く
。
）
の
譲
渡
に
よ
り
公
衆
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

衆
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
一
条
第
一
号
、
第
三
十
三

第
三
十
一
条
第
一
号
、
第
三
十
五
条
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
又
は
第
四

条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
又
は
第

十
二
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
著
作
物
の
複
製
物
（
第
三

四
十
二
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
著
作
物
の
複
製
物
（
第

十
一
条
第
一
号
、
第
三
十
五
条
又
は
第
四
十
二
条
の
規
定
に
係
る
場
合
に
あ
つ

三
十
一
条
第
一
号
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
四
十
二
条
の
規
定
に
係
る
場

て
は
、
映
画
の
著
作
物
の
複
製
物
を
除
く
。
）
を
、
第
三
十
一
条
第
一
号
、
第



合
に
あ
つ
て
は
、
映
画
の
著
作
物
の
複
製
物
を
除
く
。
）
を
、
第
三
十
一
条
第

三
十
五
条
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
又
は
第
四
十
二
条
の
二
に
定
め
る
目

一
号
、
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
一
条
、
第

的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
公
衆
に
譲
渡
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四
十
二
条
又
は
第
四
十
二
条
の
二
に
定
め
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
公
衆

に
譲
渡
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
出
所
の
明
示
）

（
出
所
の
明
示
）

第
四
十
八
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
著
作
物

第
四
十
八
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
著
作
物

の
出
所
を
、
そ
の
複
製
又
は
利
用
の
態
様
に
応
じ
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
方
法

の
出
所
を
、
そ
の
複
製
又
は
利
用
の
態
様
に
応
じ
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
方
法

及
び
程
度
に
よ
り
、
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

及
び
程
度
に
よ
り
、
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
第
一
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

一

第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
第
一
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
七
条
第
一
項
若
し

場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四
十
二
条

く
は
第
三
項
、
第
四
十
二
条
又
は
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
著
作
物
を
複

又
は
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
著
作
物
を
複
製
す
る
場
合

製
す
る
場
合

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
複
製
物
の
目
的
外
使
用
等
）

（
複
製
物
の
目
的
外
使
用
等
）

第
四
十
九
条

次
に
掲
げ
る
者
は
、
第
二
十
一
条
の
複
製
を
行
つ
た
も
の
と
み
な

第
四
十
九
条

次
に
掲
げ
る
者
は
、
第
二
十
一
条
の
複
製
を
行
つ
た
も
の
と
み
な

す
。

す
。

一

第
三
十
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
第
一
号
、
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
、

一

第
三
十
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
第
一
号
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
七
条

第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
第
三
項
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
二

第
三
項
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
二
条
の
二
ま
で
又
は
第
四
十
四
条
第
一

条
の
二
ま
で
又
は
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
定
め
る
目
的
以

項
若
し
く
は
第
二
項
に
定
め
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
規

外
の
目
的
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
著
作

定
の
適
用
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
著
作
物
の
複
製
物
を
頒
布
し
、
又
は
当
該

物
の
複
製
物
を
頒
布
し
、
又
は
当
該
複
製
物
に
よ
つ
て
当
該
著
作
物
を
公
衆

複
製
物
に
よ
つ
て
当
該
著
作
物
を
公
衆
に
提
示
し
た
者



に
提
示
し
た
者

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
映
画
の
著
作
物
の
保
護
期
間
）

（
映
画
の
著
作
物
の
保
護
期
間
）

第
五
十
四
条

映
画
の
著
作
物
の
著
作
権
は
、
そ
の
著
作
物
の
公
表
後
七
十
年
（

第
五
十
四
条

映
画
の
著
作
物
の
著
作
権
は
、
そ
の
著
作
物
の
公
表
後
五
十
年
（

そ
の
著
作
物
が
そ
の
創
作
後
七
十
年
以
内
に
公
表
さ
れ
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ

そ
の
著
作
物
が
そ
の
創
作
後
五
十
年
以
内
に
公
表
さ
れ
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ

の
創
作
後
七
十
年
）
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
、
存
続
す
る
。

の
創
作
後
五
十
年
）
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
、
存
続
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
保
護
期
間
の
計
算
方
法
）

（
保
護
期
間
の
計
算
方
法
）

第
五
十
七
条

第
五
十
一
条
第
二
項
、
第
五
十
二
条
第
一
項
、
第
五
十
三
条
第
一

第
五
十
七
条

第
五
十
一
条
第
二
項
、
第
五
十
二
条
第
一
項
、
第
五
十
三
条
第
一

項
又
は
第
五
十
四
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
著
作
者
の
死
後
五
十
年
、
著

項
又
は
第
五
十
四
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
著
作
者
の
死
後
五
十
年
又
は

作
物
の
公
表
後
五
十
年
若
し
く
は
創
作
後
五
十
年
又
は
著
作
物
の
公
表
後
七
十

著
作
物
の
公
表
後
五
十
年
若
し
く
は
創
作
後
五
十
年
の
期
間
の
終
期
を
計
算
す

年
若
し
く
は
創
作
後
七
十
年
の
期
間
の
終
期
を
計
算
す
る
と
き
は
、
著
作
者
が

る
と
き
は
、
著
作
者
が
死
亡
し
た
日
又
は
著
作
物
が
公
表
さ
れ
若
し
く
は
創
作

死
亡
し
た
日
又
は
著
作
物
が
公
表
さ
れ
若
し
く
は
創
作
さ
れ
た
日
の
そ
れ
ぞ
れ

さ
れ
た
日
の
そ
れ
ぞ
れ
属
す
る
年
の
翌
年
か
ら
起
算
す
る
。

属
す
る
年
の
翌
年
か
ら
起
算
す
る
。

（
文
化
審
議
会
へ
の
諮
問
）

（
文
化
審
議
会
へ
の
諮
問
）

第
七
十
一
条

文
化
庁
長
官
は
、
第
三
十
三
条
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て

第
七
十
一
条

文
化
庁
長
官
は
、
第
三
十
三
条
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
、
第
六
十
七
条
第
一

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
七
条
第
一
項
、
第
六
十
八
条
第
一
項
又

項
、
第
六
十
八
条
第
一
項
又
は
第
六
十
九
条
の
補
償
金
の
額
を
定
め
る
場
合
に

は
第
六
十
九
条
の
補
償
金
の
額
を
定
め
る
場
合
に
は
、
文
化
審
議
会
に
諮
問
し

は
、
文
化
審
議
会
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



（
補
償
金
の
供
託
）

（
補
償
金
の
供
託
）

第
七
十
四
条

第
三
十
三
条
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

第
七
十
四
条

第
三
十
三
条
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
、
第
六
十
八
条
第
一
項
又
は
第
六
十
九

含
む
。
）
、
第
六
十
八
条
第
一
項
又
は
第
六
十
九
条
の
補
償
金
を
支
払
う
べ
き

条
の
補
償
金
を
支
払
う
べ
き
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
補
償
金
の

者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
補
償
金
の
支
払
に
代
え
て
そ
の
補
償
金

支
払
に
代
え
て
そ
の
補
償
金
を
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

著
作
権
者
が
補
償
金
の
受
領
を
拒
み
、
又
は
補
償
金
を
受
領
す
る
こ
と
が

一

著
作
権
者
が
補
償
金
の
受
領
を
拒
み
、
又
は
補
償
金
を
受
領
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合

で
き
な
い
場
合

二

そ
の
者
が
過
失
が
な
く
て
著
作
権
者
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

二

そ
の
者
が
過
失
が
な
く
て
著
作
権
者
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

三

そ
の
者
が
そ
の
補
償
金
の
額
に
つ
い
て
第
七
十
二
条
第
一
項
の
訴
え
を
提

三

そ
の
者
が
そ
の
補
償
金
の
額
に
つ
い
て
第
七
十
二
条
第
一
項
の
訴
え
を
提

起
し
た
場
合

起
し
た
場
合

四

当
該
著
作
権
を
目
的
と
す
る
質
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
（
当
該
質
権

四

当
該
著
作
権
を
目
的
と
す
る
質
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
（
当
該
質
権

を
有
す
る
者
の
承
諾
を
得
た
場
合
を
除
く
。
）

を
有
す
る
者
の
承
諾
を
得
た
場
合
を
除
く
。
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
出
版
権
の
制
限
）

（
出
版
権
の
制
限
）

第
八
十
六
条

第
三
十
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条

第
八
十
六
条

第
三
十
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条

第
一
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
三
条

第
一
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
四
条

の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
六
条
第

第
一
項
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
第
一
項
、
第
三

一
項
、
第
三
十
七
条
第
一
項
、
第
三
十
九
条
第
一
項
、
第
四
十
条
第
一
項
及
び

十
九
条
第
一
項
、
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十

第
二
項
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
四
十
六
条
並
び
に
第

二
条
の
二
ま
で
、
第
四
十
六
条
並
び
に
第
四
十
七
条
の
規
定
は
、
出
版
権
の
目

四
十
七
条
の
規
定
は
、
出
版
権
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
著
作
物
の
複
製
に
つ
い

的
と
な
つ
て
い
る
著
作
物
の
複
製
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
四
十
二
条

、
第
三
十
五
条
及
び
第
四
十
二
条
中
「
著
作
権
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
出
版
権

中
「
著
作
権
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
出
版
権
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

。



２

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
第
一
号
、
第
三

２

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
第
一
号
、
第
三

十
三
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
又

十
五
条
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
又
は
第
四
十
二
条
の
二
に
定
め
る
目
的

は
第
四
十
二
条
の
二
に
定
め
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
規
定

以
外
の
目
的
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
著
作

の
適
用
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
著
作
物
の
複
製
物
を
頒
布
し
、
又
は
当
該
複
製

物
の
複
製
物
を
頒
布
し
、
又
は
当
該
複
製
物
に
よ
つ
て
当
該
著
作
物
を
公
衆
に

物
に
よ
つ
て
当
該
著
作
物
を
公
衆
に
提
示
し
た
者
は
、
第
八
十
条
第
一
項
の
複

提
示
し
た
者
は
、
第
八
十
条
第
一
項
の
複
製
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

製
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
著
作
隣
接
権
の
制
限
）

（
著
作
隣
接
権
の
制
限
）

第
百
二
条

１
～
３

（
略
）

第
百
二
条

１
～
３

（
略
）

４

次
に
掲
げ
る
者
は
、
第
九
十
一
条
第
一
項
、
第
九
十
六
条
、
第
九
十
八
条
又

４

次
に
掲
げ
る
者
は
、
第
九
十
一
条
第
一
項
、
第
九
十
六
条
、
第
九
十
八
条
又

は
第
百
条
の
二
の
録
音
、
録
画
又
は
複
製
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

は
第
百
条
の
二
の
録
音
、
録
画
又
は
複
製
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

一

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
第
一
号
、

一

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
第
一
号
、

第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
第
三
項
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
二

第
三
十
五
条
、
第
三
十
七
条
第
三
項
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
二
条
の
二

条
の
二
ま
で
又
は
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
定
め
る
目
的
以

ま
で
又
は
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
定
め
る
目
的
以
外
の
目

外
の
目
的
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
実
演

的
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
実
演
等
の
複

等
の
複
製
物
を
頒
布
し
、
又
は
当
該
複
製
物
に
よ
つ
て
当
該
実
演
、
当
該
レ

製
物
を
頒
布
し
、
又
は
当
該
複
製
物
に
よ
つ
て
当
該
実
演
、
当
該
レ
コ
ー
ド

コ
ー
ド
に
係
る
音
若
し
く
は
当
該
放
送
若
し
く
は
有
線
放
送
に
係
る
音
若
し

に
係
る
音
若
し
く
は
当
該
放
送
若
し
く
は
有
線
放
送
に
係
る
音
若
し
く
は
影

く
は
影
像
を
公
衆
に
提
示
し
た
者

像
を
公
衆
に
提
示
し
た
者

二

（
略
）

二

（
略
）

（
損
害
の
額
の
推
定
等
）

（
損
害
の
額
の
推
定
等
）

第
百
十
四
条

著
作
権
者
、
出
版
権
者
又
は
著
作
隣
接
権
者
（
以
下
こ
の
項
に
お

第
百
十
四
条

（
新
設
）

い
て
「
著
作
権
者
等
」
と
い
う
。
）
が
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
自
己
の
著
作
権

、
出
版
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
そ
の
侵
害
に
よ
り
自
己
が



受
け
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
そ
の
侵
害
の
行

為
に
よ
つ
て
作
成
さ
れ
た
物
を
譲
渡
し
、
又
は
そ
の
侵
害
の
行
為
を
組
成
す
る

公
衆
送
信
（
自
動
公
衆
送
信
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
送
信
可
能
化
を
含
む
。
）

を
行
つ
た
と
き
は
、
そ
の
譲
渡
し
た
物
の
数
量
又
は
そ
の
公
衆
送
信
が
公
衆
に

よ
つ
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
著
作
物
若
し
く
は
実
演
等
の
複

製
物
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
受
信
複
製
物
」
と
い
う
。
）
の
数
量
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
譲
渡
等
数
量
」
と
い
う
。
）
に
、
著
作
権
者
等
が
そ
の
侵

害
の
行
為
が
な
け
れ
ば
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
た
物
（
受
信
複
製
物
を
含
む
。

）
の
単
位
数
量
当
た
り
の
利
益
の
額
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
著
作
権
者
等
の
当

該
物
に
係
る
販
売
そ
の
他
の
行
為
を
行
う
能
力
に
応
じ
た
額
を
超
え
な
い
限
度

に
お
い
て
、
著
作
権
者
等
が
受
け
た
損
害
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
譲
渡
等
数
量
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
数
量
を
著
作
権
者
等
が
販
売

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
情
に
相
当
す
る

数
量
に
応
じ
た
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

１

（
略
）

３

（
略
）

２

（
略
）

４

前
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
金
額
を
超
え
る
損
害
の
賠
償
の
請
求
を

３

前
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
金
額
を
こ
え
る
損
害
の
賠
償
の
請
求
を

妨
げ
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
し
た
者

妨
げ
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
し
た
者

に
故
意
又
は
重
大
な
過
失
が
な
か
つ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
損
害
の
賠
償
の

に
故
意
又
は
重
大
な
過
失
が
な
か
つ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
損
害
の
賠
償
の

額
を
定
め
る
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
参
酌
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

額
を
定
め
る
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
参
酌
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
具
体
的
態
様
の
明
示
義
務
）

第
百
十
四
条
の
二

著
作
者
人
格
権
、
著
作
権
、
出
版
権
、
実
演
家
人
格
権
又
は

（
新
設
）

著
作
隣
接
権
の
侵
害
に
係
る
訴
訟
に
お
い
て
、
著
作
者
、
著
作
権
者
、
出
版
権



者
、
実
演
家
又
は
著
作
隣
接
権
者
が
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
も
の
又
は
侵
害

の
行
為
に
よ
つ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
主
張
す
る
物
の
具
体
的
態
様
を
否

認
す
る
と
き
は
、
相
手
方
は
、
自
己
の
行
為
の
具
体
的
態
様
を
明
ら
か
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
相
手
方
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
書
類
の
提
出
等
）

（
書
類
の
提
出
等
）

第
百
十
四
条
の
三

（
略
）

第
百
十
四
条
の
二

（
略
）

（
鑑
定
人
に
対
す
る
当
事
者
の
説
明
義
務
）

（
鑑
定
人
に
対
す
る
当
事
者
の
説
明
義
務
）

第
百
十
四
条
の
四

（
略
）

第
百
十
四
条
の
三

（
略
）

（
相
当
な
損
害
額
の
認
定
）

（
相
当
な
損
害
額
の
認
定
）

第
百
十
四
条
の
五

（
略
）

第
百
十
四
条
の
四

（
略
）


